
外国人技能実習制度とは、
日本の企業等で外国人を受け入れ、働きながら習得した技術を、
母国の発展に活かしてもらうことを目的とした国の制度です。

外国人技能実習生に興味をお持ちの企業様に受入れサポートから研修
各種報告書のサポート帰国までお手伝いをさせて頂きます。

ＭＩＥ経済フォーラム協同組合は、ベトナム人、ネパール人の
技能実習生の受け入れをサポート及び監理している協同組合です。

メリット
異文化交流による職場の活性化
異文化交流による職場環境の改善
国際貢献による企業のイメージＵｐ

実習生は、どのように選ばれるのか
現地送出し機関で適性試験、知能テスト、健康診断をクリアした候補者から
企業様同行で現地で面接又は、オンラインで面接をして決めます。

日本語、文化、風習の違いが不安の方へ
日本入国前に1ヶ月、入国後1ヶ月日本語を中心に日本の文化風習及び法規制を
勉強します

技能実習生は、何年日本で働けますか
1号生　1年　2号生　2年　3号生　2年の合計5年日本で働けます。
1号生・2号生で試験があり合格しなければ帰国になってしまいます。
2号生を終わり試験に合格していれば3号生（2年）又は、特定技能生（5年）を選択できます。
特定技能生は、3号生終了後選択することも可能です。

認可
監理団体許可番号 ：許1706001933
無料職業紹介事業許可番号 ：24-ム-300005
登録支援機関登録許可番号 ：21登-006485
会社法人等番号 ：1900-05-004546

組合員数
13

技能実習生
1号生 8名
2号生 1名
3号生 9名
特定技能 1名 2024.01.31現在

※注 外国人技能実習生の受入れには組合に加入する必要があります。
組合加入にあたっては出資金等が必要になります。

ＭＩＥ経済フォーラム協同組合
代表理事稲垣　康亘
三重県鈴鹿市算所3丁目10-20
TEL:059-390-6374 FAX:059-378-7280
e-mail：miekfk7166@gmail.comURL　http://www.miekfk.jp/

ＭＩＥ経済フォーラム協同組合MIE経済フォーラム協同組合

御社も外国人技能実習生を受け入れて

国際貢献してみませんか？

鈴亀地区の中小企業から

国際貢献へ

技能実習生の受入れを

サポートいたします！


